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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体の表側と裏側にそれぞれ相対して取り付けられ、前記物体の取付け孔内で相互に嵌
合すべき周壁を有する表側部材と裏側部材を備え、前記裏側部材は、前記物体の取付け孔
を閉じるべき取付け板を有し、且つ前記物体の内外を通気する通気手段を含む取っ手にお
いて、前記通気手段は、前記表側部材と裏側部材とのそれぞれ周壁の間で嵌合方向に延び
て前記物体の内外を通気する通気溝から成っていることを特徴とする取っ手。
【請求項２】
　請求項１に記載の取っ手であって、前記表側部材は、前記通気手段の前記通気溝の上端
開口を閉じることなく覆う開口覆い手段を有することを特徴とする取っ手。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の取っ手であって、前記通気溝は、前記表側部材の周壁の内周面
に設けられていることを特徴とする取っ手。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載の取っ手であって、前記通気溝は、前記裏側部材の周壁の外周面
又は前記表側部材の周壁と裏側部材の周壁との相対する周面に半円形の形態で設けられて
いることを特徴とする取っ手。
【請求項５】
　請求項２に記載の取っ手であって、前記開口覆い手段は、前記表側部材に設けられたフ
ランジに被せられて前記通気溝の開口を覆う補助蓋から成っていることを特徴とする取っ



(2) JP 5778225 B2 2015.9.16

10

20

30

40

50

手。
【請求項６】
　請求項２に記載の取っ手であって、前記開口覆い手段は、前記表側部材の周壁から内向
きに延びる突出部から成っていることを特徴とする取っ手。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、家庭用、事務用の各種家具、什器等の抽斗、戸、扉等の如き開閉物体に取り
付けて抽斗、戸等を手の指先で引っ掛けて開閉したり、種々の物体を持ち上げるために物
体の両側に設けられた指掛け凹みに取り付けられて物体を上げ下げしたりする取っ手に関
し、特に、物体の内外を通気して物体内の湿気が籠るのを防止するようにした取っ手の改
良に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、開閉物体の孔に表側と裏側とから相互に相対して嵌合し結合して表側部材に
設けられた引っ掛け孔に指を引っ掛けて開閉物体を開閉するようにした取っ手が用いられ
ているが、この種の取っ手において、開閉物体内に湿気が籠るのを防止するために通気孔
を備えているが、この通気孔が正面から見え難くするようにしたものが提案されている（
特許文献１参照）。
【０００３】
　この種の取っ手は、例えば、特許文献１の実施例を参照して述べると（以下カッコ内に
特許文献１の相応する部品を表示する）、表側部材（把手本体２）と裏側部材（取付板３
）とにそれぞれ周壁（前部周壁４、後部周壁７）を有し、周壁４の小径壁部分（嵌合部４
ｂ）と周壁７とは、開閉物体（家具Ａ）の孔（長孔Ａ１）内で相互に嵌合し、表側部材２
の周壁４に一体に形成された正面フランジ（前面板５）を開閉物体Ａの表面に係合し、裏
側部材３の周壁７に一体に形成された取付け板（背面板８）を開閉物体Ａの裏面に係合し
、これらの表裏の部材２、３をねじ（取付具Ｂ）によって相互にねじ止めして結合してい
る。
【０００４】
　また、開閉物体の内外を通気するために、裏側部材３の取付け板８にその板面を貫通す
る多数の通気孔（小孔９）が設けられているが、これらの通気孔９が正面から見えるのを
抑制するために、これらの小孔９は、表側部材２の上縁に設けられた手掛け片（手掛け板
５ａ）に相対する位置に設けられている。
【０００５】
　この特許文献１による取っ手は、特許文献１の図４（Ａ）に示すように、目線が取っ手
よりも上方にある場合には、通気孔９が手掛け片５ａによって目線から遮られるが、目線
が取っ手と同じ水平位置かそれよりも下方にあると、通気孔９が目線に入って隠ぺいされ
ることがなく、見栄えが良くない欠点があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実用新案登録第３１２７０３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、目線の位置に拘わらず、見栄えが悪くなることがな
い取っ手を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の課題解決手段は、物体の表側と裏側にそれぞれ相対して取り付けられ、前記物
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体の取付け孔内で相互に嵌合すべき周壁を有する表側部材と裏側部材を備え、前記裏側部
材は、前記物体の取付け孔を閉じるべき取付け板を有し、且つ前記物体の内外を通気する
通気手段を含む取っ手において、前記通気手段は、前記表側部材と裏側部材とのそれぞれ
周壁の間で嵌合方向に延びて前記物体の内外を通気する通気溝から成っていることを特徴
とする取っ手を提供することにある。
【０００９】
　本発明の課題解決手段において、前記表側部材は、前記通気手段の前記通気溝の上端開
口を閉じることなく覆う開口覆い手段を有するのが好ましい。この場合、この開口覆い手
段は、表側部材に設けられたフランジに被せられて前記開口を覆う補助蓋から成っていて
もよいし、表側部材の周壁から内向きに延びるフランジの如き突出部から成っていてもよ
い。
【００１０】
　本発明の課題解決手段において、前記通気溝は、前記表側部材の周壁の内面に設けられ
ているのが好ましいが、逆に裏側部材の周壁の外面に設けられていてもよいし、表側部材
の周壁と裏側部材の周壁との相対する面に半円形の形態で設けられて形成されてもよい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、上記のように、通気手段は、表側部材の周壁と裏側部材の周壁との間
でこれらの周壁の嵌合方向に延びて形成された通気溝から成っているので、これらの通気
溝の表側部材側の端部は、表裏の部材の周壁の間で開口することになり、この開口を閉じ
ることなく覆うことによって通気を妨げることなく、且つ開口を隠ぺいすることができ、
目線がどこにあっても見栄えを悪くすることがない。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施の形態による取っ手の使用状態を示し、同図（Ａ）（Ｂ）は
、それぞれ、その左右から俯瞰した状態の斜視図である。
【図２】図１の使用状態にある取っ手の中央拡大横断面図である。
【図３】図１の取っ手の外観を示し、同図（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）は、それぞれその正面図、
側面図及び背面図である。
【図４】図１の取っ手を断面で示し、同図（Ａ）（Ｂ）は、それぞれ、図３（Ｃ）の４Ａ
－４Ａ線及び４Ｂ－４Ｂ線の断面図である。
【図５】図１の取っ手を分解して示し、同図（Ａ）（Ｂ）は、表側から見た分解斜視図と
裏側から見た分解斜視図である。
【図６】図１の取っ手に用いられる表側部材の本体を示し、同図（Ａ）乃至（Ｄ）は、そ
れぞれ、その正面図、背面図、同図（Ａ）の６Ｃ－６Ｃ線断面図及び同図（Ｂ）の６Ｄ－
６Ｄ線断面図である。
【図７】図１の取っ手に用いられる裏側部材を示し、同図（Ａ）乃至（Ｅ）は、それぞれ
、その正面図、背面図、同図（Ａ）の７Ｃ－７Ｃ線断面図、同図（Ｂ）の７Ｄ－７Ｄ線断
面図及び同図（Ｂ）の７Ｅ－７Ｅ線断面図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態による取っ手の使用状態を示し、同図（Ａ）（Ｂ）は
、それぞれ、その左右から俯瞰した状態の斜視図である。
【図９】図８の使用状態にある取っ手の中央拡大横断面図である。
【図１０】図８の取っ手の外観を示し、同図（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）は、それぞれその正面図
、側面図及び背面図である。
【図１１】図８の取っ手を断面で示し、同図（Ａ）（Ｂ）は、それぞれ、図１０（Ｃ）の
１１Ａ－１１Ａ線及び１１Ｂ－１１Ｂ線の断面図である。
【図１２】図８の取っ手を分解して示し、同図（Ａ）（Ｂ）は、表側から見た分解斜視図
と裏側から見た分解斜視図である。
【図１３】図８の取っ手に用いられる表側部材を示し、同図（Ａ）乃至（Ｄ）は、それぞ
れ、その正面図、背面図、同図（Ａ）の１３Ｃ－１３Ｃ線断面図及び同図（Ｂ）の１３Ｄ
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－１３Ｄ線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の第１の実施の形態による取っ手１０が図１乃至図７に示されており、この取っ
手１０は、図１及び図２に示すように、戸棚の戸の如き手で開閉する適宜の開閉物体Ｍの
表側と裏側とにそれぞれ配置され、開閉物体Ｍの取付け孔ＭＨ（図２参照）内で相互に嵌
合して結合すべき周壁２２、３２をそれぞれ含む表側部材２０と裏側部材３０とを備えて
いる。
【００１４】
　表側部材２０は、開閉物体Ｍの表面に係合すべきフランジ２４を有し、また裏側部材３
０は、開閉物体Ｍの裏面に係合し取付け孔ＭＨを閉じるべき取付け板３４を有する。
【００１５】
　表側部材２０と裏側部材３０とは、図２に示すように、表側部材２０の周壁２２の外面
が取付け孔ＭＨの内面に係合するように表側部材２０の周壁２２の内面が裏側部材３０の
周壁の外面に係合するようにして取付け孔ＭＨ内で相互に嵌合して結合されている。裏側
部材３０の周壁３２は、下端側（周壁３２の開口側とは反対の側）に大周部３２Ｌを有し
、この大周部３２Ｌは、表側部材２０の周壁２２とほぼ同じ外周寸法を有し、表側部材２
０の周壁２２の下側開口端２２Ｅは、裏側部材３０の周壁３２の大周部３２Ｌに対面又は
係合している。
【００１６】
　図面から解るように、表側部材２０、裏側部材３０は、四隅に丸みを付した横長のほぼ
矩形の形態を有し、それに伴って周壁２２、３２も四隅に丸みを付した横長のほぼ矩形の
形態を有する。
【００１７】
　図４から解るように、表側部材２０の周壁２２の長手方向の両端の一方側にねじ螺入部
２２Ｈを有し、裏側部材３０の周壁３２のへこみ部３２Ｒであって取付け板３４にねじ貫
通孔３４Ｈを有する。図示しないねじは、裏側部材３０のねじ貫通孔３４Ｈを貫通して表
側部材２０のねじ螺入部２２Ｈにねじ込んで表側部材２０と裏側部材３０とを固定的に結
合している。なお、ねじ貫通孔３４Ｈは、ねじの頭部が入り込む拡大部分３４ＨＬを有す
る。
【００１８】
　本発明の取っ手１０は、開閉物体Ｍの内外を通気する通気手段４０を含み、この通気手
段４０は、表側部材２０と裏側部材３０とのそれぞれ周壁２２、３２の間で嵌合方向に延
びる通気溝４２から成っている。
【００１９】
　図示の形態では、通気溝４２は、表側部材２０の周壁２２の内面に横方向（表裏の部材
２０、３０の嵌合方向と直交する方向）に間隔をあけて設けられている多数の縦に細長い
溝部分４２Ｐから成っている。図５（Ａ）（Ｂ）から解るように、これらの細長い通気溝
４２は、矩形状の周壁２２の横長辺部に沿って設けられており、従って通気溝４２は、周
壁２２の短辺部を除く内周面の大部分（相当の長い距離）に亘って形成されることになり
、大きな通気量を有することができる。
【００２０】
　図２に示すように、通気溝４２の下端（裏側の端部）４２ＬＯは、裏側部材３０の周壁
３２の大周部３２Ｌと取付け板３４とに亘って形成された通気孔３６に相対しており、従
って通気溝４２の下端４２ＬＯは、裏側部材３０の取付け板３４で開口していることにな
る。通気溝４２の上端（表側の端部）４２ＵＯは、表側部材２０の周壁２２の上端（表側
の端部）２２Ｕで上向きに開口している。
【００２１】
　表側部材２０は、通気手段４０の多数の通気溝４２の上向き開口４２ＵＯを閉じること
なく覆う開口覆い手段５０を有する。図示の第１の実施の形態では、この開口覆い手段５



(5) JP 5778225 B2 2015.9.16

10

20

30

40

50

０は、表側部材２０のフランジ２４に被せられて通気溝４２上向き開口４２ＵＯを覆う補
助蓋５２から成っている。
【００２２】
　この補助蓋５２は、図２に示すように、表側部材２０のフランジ２４の下面に係合する
内向きフランジ５２Ｆを有し、取っ手１０の使用時には、この補助蓋５２の内向きフラン
ジ５２Ｆは、表側部材２０のフランジ２４と開閉物体Ｍの取付け孔ＭＨの周縁表面との間
に挟まれる。
【００２３】
　補助蓋５２も、四隅に丸みを付した横長のほぼ矩形の形態を有し、その上壁５２Ｕは、
周辺から中央に向けて斜め上向きに傾斜しており、その上縁から同様に四隅に丸みを付し
た矩形状の指差込み孔５２Ｈを形成するように下向きに延びる内周壁５４を有し、指差込
み孔５２Ｈに差し込んだ指をこの内周壁５４に掛け止めて開閉物体Ｍを開閉するように取
っ手１０を操作する。上壁５２Ｕは、図２及び図３（Ａ）に示すように、相対する長辺部
分で幅を異にしていて、幅広の上壁部分に指を差し込むようにしているが、相対する長辺
部分の幅は同じにしてもよい。
【００２４】
　本発明のこの第１の実施の形態による取っ手１０は、図２に示すように、開閉物体Ｍの
取付け孔ＭＨに表側部材２０の周壁２２を圧入し、表側部材２０の周壁２２の内面に裏側
部材３０の周壁３２を嵌入し、図示しないねじを裏側部材３０のねじ貫通孔３２Ｈに貫通
し、表側部材２０のねじ螺入部２２Ｈに螺入して表裏の部材２０、３０を結合して両者を
一体に組立てて形成される。補助蓋５２は、予め、表側部材２０のフランジ２４に被せら
れており、従って表側部材２０の周壁２２を開閉物体Ｍの取付け孔ＭＨに圧入すると、補
助蓋５２の内向きフランジ５２Ｆは、開閉物体Ｍの取付け孔ＭＨの周辺の表面と表側部材
２０のフランジ２４との間に固定される。なお、図３（Ｂ）及び図５に示すように、表側
部材２０の周壁２２の外面には適宜の間隔をあけてテーパ状のリブ２２Ｒが設けられ、ま
た裏側部材３０の周壁３２の大周部３２Ｌの外面には同様のテーパ状のリブ３２ＬＲが設
けられており、これらのリブ２２Ｒ、３２ＬＲは、周壁２２が取付け孔ＭＨに圧入される
際に取付け孔ＭＨの内面に押し付けられて周壁２２、３２を堅固に取付け孔ＭＨに取り付
ける機能を有している。
【００２５】
　図２に示すように、開閉物体Ｍの外側の空気は、表側部材２０の補助蓋５２の指差込み
孔５２Ｈから表側部材２０の周壁２２の通気溝４２、裏側部材３０の通気孔３６（即ち通
気手段４０）を経て開閉物体Ｍの内部に入り込み、また開閉物体Ｍの内部の空気は、裏側
部材３０の通気孔３６、表側部材２０の周壁２２の通気溝４２、補助蓋５２の指差込み孔
５２Ｈを経て外部に放出され、従って、開閉物体Ｍの内外は、この通気手段４０を介して
通気される。
【００２６】
　図示の形態では、周壁２２の上端で外向きフランジ２４とは反対側の部分に通気溝４２
の上端開口から斜め上向きに延びる傾斜開口４２ＵＣを形成する内向きフランジ２５を有
し、外気は、この内向きフランジ２５内の傾斜開口４２ＵＣ、上端開口４２ＬＯを介して
通気溝４２に連通しているが、この内向きフランジ２５はなくてもよい。
【００２７】
　上記のように、通気手段４０が表側部材２０の周壁の内周に設けられて裏側部材３０の
取付け板３２の通気孔３６を介して裏側部材３０の内側に連通している通気溝４２から成
っていると、通気溝４２は、表側部材２０の周壁２２と裏側部材３０の周壁３２との間に
位置し、従って周壁２２、３２の開口端側の通気溝４２の端部は、表側部材２０の周壁２
２の内面に位置する上に通気溝４２の開口は上向きとなるため、特に、開口覆い手段５０
がなくても通気手段４０による取っ手１０の見栄えを悪くすることがないが、開口覆い手
段５０は、通気溝４２の開口を隠して見栄えを一層向上することができる。
【００２８】
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　更に、通気溝４２は、表側部材２０の周壁２２の内面に沿って設けられるので、従来の
裏側部材の取付け板の板面を貫通して通気孔を設けるものに比べて、見栄えを悪くするこ
となく、空気通路の数（通気溝の数）を多くすることができ、通気量を増大することがで
きる。
【００２９】
　なお、通気溝４２は、表側部材２０の周壁２２の内面に代えて裏側部材３０の周壁３２
の外面に設けてもよいし、表裏の部材２０、３０の周壁２２、３２の相対する面に半円形
の形態で形成してもよく、これらの場合にも、上記と同様の効果を得ることができる。
【００３０】
　また、図示の形態では、通気溝４２は、垂直方向に細長い多数の溝部分４２Ｐから成っ
ているが、周壁面に沿って横長で幅広に形成された１つ又は少数の溝又は溝部分から成っ
ていてもよく、この場合には、周壁２２，３２の開口端側の通気溝４２の端部は、単純化
して見栄えが一層向上する上に、通気量も一層増加するので有利である。
【００３１】
　本発明の第２の実施の形態による取っ手１０が図８乃至図１３に示されている。この実
施の形態による取っ手１０、は、開口覆い手段５０を除き図１乃至図７の実施の形態によ
る取っ手１０の構造と実質的に同じであり、同じ部分には同じ符号が付されている。
【００３２】
　第２の実施の形態による取っ手１０の開口覆い手段５０は、補助蓋５２を有しないで、
図９、図１０（Ａ）、図１２（Ａ）及び図１３（Ａ）に示すように、表側部材２０の周壁
２２の開口部に外向きフランジ２４とは反対側に延びて通気溝４２の上端開口４２ＵＯを
覆う内向きフランジ（突出部）２５から成っている。第２の実施の形態による周壁２２の
内向きフランジ２５は、相対する横長辺の一方は大きく突出し、他方は小さく突出してお
り、従ってこれらの相対する横長辺の内向きフランジ２５の突出幅が異なっているが、こ
れらの突出幅は、同じであってもよい。
【００３３】
　この第２の実施の形態では、表側部材２０の周壁２２の開口部が指差込み孔５２Ｈを形
成し、またこの大きく突出する内向きフランジ２５が差し込まれた指を掛ける指掛け部を
兼ねている。
【００３４】
　第２の実施の形態による取っ手１０も、通気通路の見栄え及び通気量に関し、第１の実
施の形態による取っ手１０と同様の効果を有する。
【００３５】
　上記２つの実施例では、表側部材２０は、フランジ２４を有していてこのフランジ２４
が開閉物体Ｍの表面に係合しているため、このフランジ２４の厚み分だけ取っ手１０が突
き出しているが、フランジ２４がなくてもよく、この場合、表側部材２０は、周壁２２の
内面から斜めに貫通して開閉物体Ｍの肉厚壁にねじ込む複数のねじによって開閉物体Ｍに
固定してもよい。
【００３６】
　また、上記２つの実施例では、種々の家具等の抽斗、戸等の開閉物体Ｍに取り付けたが
、例えば、種々の置台や置物の如き非開閉式物体の両側面に指を差し込んでこの物体を持
ち上げるための取っ手として用いてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明によれば、上記のように、通気手段が表裏の部材の周壁の相対する面の一方又は
双方に跨って設けられて周壁の嵌合方向に沿って形成されている通気溝から成っているた
め、見栄えを良くすることができ、高い産業上の利用性を有する。
【符号の説明】
【００３８】
　Ｍ　　　　開閉物体
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　ＭＨ　　　取付け孔
　１０　　　取っ手
　２０　　　表側部材
　２２　　　周壁
　２２Ｅ　　下側開口端
　２２Ｕ　　上端
　２２Ｒ　　リブ
　２４　　　外向きフランジ
　２５　　　内向きフランジ
　３０　　　裏側部材
　３２　　　周壁
　３２Ｌ　　大周部
　３２Ｒ　　へこみ
　３４　　　取付け板
　３４Ｈ　　ねじ貫通孔
　３４ＨＬ　拡大部分
　３６　　　通気孔
　４０　　　通気手段
　４２　　　通気溝
　４２Ｐ　　溝部分
　４２ＬＯ　通気溝の下端
　４２ＵＯ　通気溝の上端（表側の端部）
　４２ＵＣ　傾斜開口
　５０　　　開口覆い手段
　５２　　　補助蓋
　５２Ｆ　　内向きフランジ
　５２Ｕ　　上壁
　５２Ｈ　　指差込み孔
　５４　　　内周壁
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